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「第十一次山口市高齢者保健福祉計画・第十次山口市介護保険事業計画」 

策定方針 

 
計画の趣旨 

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画は、老人福祉法及び介護保険法に基づき、
市町村が策定する法定計画です。現行計画の計画期間が令和 8年度をもって終了する
ことから、令和 9 年度から令和 11 年度までを計画期間とする「第十一次山口市高齢
者保健福祉計画」「第十次山口市介護保険事業計画」を一体的に策定する必要があり
ます。 
ついては、令和 8年 3月に国から介護保険事業計画策定の基本的考え方が示された

ことを受け、両計画の策定にあたり、その基本的な考え方及び進め方を下記のとおり
整理し、策定方針として定めたものです。 

 
記 

 
１ 計画の位置付け及び法的根拠 

・ 本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 の規定に基づく市町村老人福祉計画として策
定する「第十一次山口市高齢者保健福祉計画」と、介護保険法第 117 条の規定に
基づく市町村介護保険事業計画として策定する 「第十次山口市介護保険事業計画」
に位置付け、両法の規定に基づき一体のものとして策定します。 

・ あわせて、本計画は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第 13 条に規
定する市町村認知症施策推進計画を包含するものとします。 

・ また、本市の最上位計画である山口市総合計画における健康福祉施策を具体化す
る部門計画に位置付けます。 

 
 
２ 計画期間 

・ 令和 9年度から令和 11年度までの 3年とします。 
 
 
３ 策定にあたっての基本方針 

・ 本計画は、介護保険制度の円滑な運営を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域
において尊厳を持って安心して暮らし続けることができる地域社会の実現を目的
として策定するものです。 

・ 計画の策定にあたっては、国の介護保険制度改正の動向や 2040 年を見据えた高齢
者施策の方向性を踏まえるとともに、本市における中長期的な人口動態、高齢化
の状況、地域特性及び介護ニーズの変化を把握し、次の基本的な考え方に基づき
策定します。  
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（１）2040 年を見据えた中長期的視点に立った計画策定 

今後、2040 年には 85歳以上人口や認知症高齢者、医療と介護の複合ニーズを有
する高齢者の増加が見込まれると同時に、生産年齢人口の減少が進行することを踏
まえ、短期的な需給対応にとどまらず、2040 年を見据えた中長期的な視点から介護
サービス提供体制の在り方を検討します。 

 
（２）地域の実情に応じた介護サービス提供体制の確保 

地域ごとに高齢化や人口減少の進行状況、サービス需要の変化が異なることを踏
まえ、施設サービス、居住系サービス及び地域密着型サービスを組み合わせ、地域
の実情に応じた介護サービス提供体制の確保に向けて検討します。 

とりわけ中山間地域など、人口減少と高齢化の影響が大きい地域では、サービス
提供体制の維持・確保が課題となっています。国において現在進められている、中
山間・人口減少地域を対象とした新たな特例介護サービスの類型の検討状況を踏ま
えながら、こうした地域の持続可能な介護サービス提供体制の在り方について検討
していきます。 

 
（３）地域包括ケアシステムの深化と自立支援・重度化防止の推進 

重度な要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を続
けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供され
る地域包括ケアシステムの深化を図ります。 

あわせて、高齢者の自立した日常生活の支援及び要介護状態の発生・重度化防止
を基本とし、介護予防・健康づくり施策や介護予防・日常生活支援総合事業の充実、
住民主体の活動の促進など、地域全体で高齢者を支える取組を推進します。 

 
（４）医療・介護連携の推進 

医療と介護の複合ニーズを有する高齢者の増加に対応するため、県や関係機関と
連携し、在宅医療の整備状況や地域医療構想等との整合性に配慮しつつ、医療と介
護の連携を強化します。 

 
（５）介護人材の確保と介護現場の生産性向上 

将来的な介護サービス需要に対応するため、介護人材の確保・育成・定着の取組
を進めます。 
県や関係機関と連携し、処遇改善や多様な人材の参入促進に加え、介護テクノロ

ジーの活用や業務の効率化等による生産性向上を図り、質の高い介護サービスが安
定的に提供される体制の構築に努めます。 

 
（６）認知症施策の推進 

認知症になっても本人の意思と尊厳が尊重され、地域の中で希望を持って安心し
て暮らし続けることができるよう、認知症基本法及び認知症施策推進基本計画を踏
まえ、本市の実情に即した認知症施策を総合的に推進します。 
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４ 策定体制 
 
（１）市民参加 

・ 高齢者の皆様の生活の状況や日常生活における支援ニーズの把握、介護現場の
現状等を把握するため、高齢者、介護サービス事業所及び介護職員に各種アンケ
ート調査を実施します。 

・ 計画の策定にあたっては、市民の意見を幅広く反映することを目的として、パブ
リックコメントを実施します。 

 

（２）審議体制 

・ 計画の策定にあたっては、学識経験者、介護関係者、地域団体等で構成する 「山
口市すこやか長寿対策審議会」において審議を行います。 

 

（３）庁内体制 

・ 経営会議で、計画策定に係る重要な事項の協議を行います。 

・ 計画策定に係る事務は、健康福祉部内の策定事務局（高齢福祉課・介護保険課）
にて行います。 

 

 

 

 

  

参照 

意見 

諮問 
《 市民参加・審議体制 》 《 庁内体制 》 

山口市すこやか長寿対策審議会 

在宅介護実態調査 

すこやか長寿アンケート 

介護保険施設等 
入所申込者状況調査 

パブリックコメント 

介護人材実態調査 

市 長 

経営会議 

策定事務局 

実施 
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５ 策定スケジュール 

 

年月 予定 
令和７年 ８月 【審議会】 

・次期計画の策定について 
９月  

１０月  

１１月 
【審議会】 
・次期計画の策定について 
・各種アンケートの実施について 

１２月  
令和８年 １月  

２月 【審議会】 
・次期計画の策定について 

３月  
 

４月  
 

５月 【審議会】 
・計画策定方針について（報告） 

６月  

７月 

 
【審議会】 
・アンケート結果概要報告 
・計画骨子案 

８月  
９月  

１０月 

【審議会】 
・計画一次素案 
 
【審議会】 
・計画二次素案 
 

１１月  
１２月  

令和９年 １月  

２月 【審議会】 
・計画最終案 

３月 

 
 
 
   

【国からの基本的考え方の提示】 

【国からの基本指針案の提示】 

・在宅介護実態調査 
・すこやか長寿アンケート 
・介護人材実態調査 
・居宅介護支援事業所等 

アンケート調査 
・介護保険施設等入所申込 

状況調査 
・有料老人ホーム等入所申込 

状況調査 

経営会議・執行部説明会 

パブリックコメント 

介護保険料の最終設定 

条例改正（保険料条例） 

計画策定・公表 

計画策定方針 
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